
 

 

   平成２８年３月２３日 

消 防 庁 
 

「山岳救助活動時における消防機関の救助活動マニュアル」等の公表 

 

 消防庁では、平成２６年９月に御嶽山噴火災害が発生したことや、８月１１日が「山の日」とし

て国民の祝日となり山を親しむ機会が増え、山岳遭難事故の増加が懸念されることを受けて、

平成１０年度に策定された山岳事故における救助活動要領を見直し、噴火災害への対応を含

む全ての山岳事故における消防機関の安全かつ効率的な活動に資するよう「御嶽山噴火災害

を踏まえた山岳救助活動の高度化等検討会」を開催し、その方策について検討を行いました。 

 検討の結果、「山岳救助活動時における消防機関の救助活動マニュアル」を作成しましたの

で、当該検討会報告書とともに公表します。 

 

【救助活動要領の見直しの要点】 

 ○ 噴火災害において、消防隊員の安全を確保するための装備・資機材（火山性ガス検知器、防毒マ

スク等）をリスト化 

 ○ 噴火災害における活動中止・活動再開の判断基準（火山性微動、火山性地震、降雨、火山性ガス

等による判断）を例示 

 ○ 要救助者及び隊員の体調管理について、低体温症や高山病等に対する応急処置や予防対策を

明記 

 ○ 山岳救助活動全般における基本事項として、装備・資機材の確保、山岳地調査等の事前対策、

現場指揮本部の運営、消防防災ヘリとの連携などの内容を充実 

 

【別添資料】 

   「御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の高度化等検討会報告書」及び「山岳救助活動時に

おける消防機関の救助活動マニュアル」の概要は、別添のとおりです。 

※全文については、消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp)に掲載します。 

  

 

 

＜連絡先＞ 
消防庁国民保護・防災部参事官付 
担当：新村補佐、石川係長、若田部事務官 
電話 03－5253－7507(直通)、FAX 03－5253－7576 

http://www.fdma.go.jp/
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「御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の 

高度化等検討会報告書」の概要 

 

 

 

１ 検討会の背景・目的 

（１）平成２６年９月に発生した御嶽山噴火災害では、多くの登山者が巻き込まれ過去に例の

ない死傷者が発生する事態となり、救助活動においても、山岳という特殊な環境と火山噴

火による二次災害の発生する危険性が高い中での活動を余儀なくされ、多くの検討課題が

見出された。 

（２）昨今の登山ブームに加え、平成２８年から８月１１日が｢山の日｣として国民の祝日とな

り山を親しむ機会が増え、山岳遭難事故の増加が懸念される。 

（３）これらのことを踏まえ、山岳救助活動に共通する基本事項から噴火災害といった特殊事

項まで、安全・確実な山岳救助活動が実践できるよう検討を行った。 

 

２ 検討事項 

（１）現場指揮本部における関係機関との連携（情報の共有、連携活動での留意事項等） 

（２）効率的な検索、救助要領、資機材の効果的な活用方法（検索箇所の決定、救助方法、搬

送要領等） 

（３）安全管理の視点と手法（安全管理上の留意事項、活動における受傷防止及び体調管理等） 

（４）御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動における特殊事項（噴火災害における隊員の安

全管理、健康管理、装備の充実等） 

 

３ 検討方法 

検討事項について、基本的な山岳救助活動と御嶽山噴火災害での特殊事項に区分し、近年発

生した国内での山岳救助事例について、約５００消防本部に対しアンケート調査を行い、災害

事例等における教訓や課題を抽出するとともに、これに対応した取組や新たな技術・手法に関

する調査を実施した。 

併せて、御嶽山噴火災害時における各消防機関の活動内容や活動障害、課題・教訓等を整理

し、また、海外での山岳救助技術や山岳医療に関する文献調査を行った。こうした調査結果に

基づき検討会において、有識者、消防機関、山岳の専門家による議論、検討を行い｢山岳救助活

動時における消防機関の救助活動マニュアル｣及び｢山岳（山間地）救助活動調査報告｣として取

りまとめた。 
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４ ｢山岳救助活動時における消防機関の救助活動マニュアル｣の概要 

現行の山岳事故における救助活動要領を見直し、全ての山岳地における事故での活動方針等

を取りまとめた上で、噴火災害特有の課題を踏まえた活動要領や留意事項を追加的に記載した。 

（１）事前対策 

  ア 協力体制の構築 

    山岳地における救助活動では、先ず山岳地の環境を理解し、登山の基礎的技術及び救

助活動の基本的技術を習得していることが前提となり、それらを踏まえ、管轄する山岳

地の特性に応じた登山技術が必要になる。 

    また、平時から警察、森林組合、民間登山グループ、山岳会、猟友会等の関係者と情

報共有を図り、事故発生時の協力体制を構築しておくこと。 

イ 装備品・資機材の確保 

  山岳救助活動では、気象条件に対応した登山装備が必要になる。さらに事故状況によ

り必要な救助資機材も変化するとともに、資機材を人力のみで長距離搬送しなければな

らないことも想定されることから、携行する資機材の特性等を踏まえ、状況に応じて必

要最小限の資機材を選定し活動すること。 

 

（２）現場指揮本部の設置・運営 

  ア 現場指揮本部の設置 

    事故の実態把握、活動方針の決定、部隊指揮、応援要請、現場通信等を円滑に行うた

め現場指揮本部を設置するとともに、災害規模等に応じて関係機関と協議のうえ合同調

整所を設置すること。 

  イ 現場指揮本部長の任務 

    現場指揮本部長は、実態把握及び状況判断に基づき、隊員の安全管理に配慮した具体

的な活動方針を決定すること。また、合同調整所が設置された場合は、調整会議等に参

画し他機関と連携した活動体制を構築すること。 

 

（３）現場活動要領 

  ア 救助隊長の任務 

    救助隊長は、活動方針を隊員に周知徹底するとともに、要救助者及び隊員の安全確保

に留意し、救出方法を決定すること。 

  イ 入山ルート及び検索要領 

    入山から要救助者を搬送しながらの下山までを考慮した体力管理が必要になる。沢や

尾根への進入や積雪等も考慮し、必要に応じて安全監視員の配置や自己確保を設定しな

がら活動すること。検索活動は、活動拠点を設定し現場指揮本部において決定された検

索範囲、検索時間、班編制を周知徹底した後に開始し、検索終了後には、再度活動拠点

へ集結し、検索漏れや重複等がないよう確認すること。 
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  ウ 消防防災ヘリ等との連携 

    ヘリコプターの特性を活かし、効率的な救助活動を行うため、地上での誘導要領等に

ついて事前に関係機関と調整するとともに、ヘリコプターとの連携活動において留意す

べき事項を把握し活動すること。 

 

（４）安全管理 

  ア 厳守事項等 

    山岳事故は、気象環境が厳しく長時間活動も予測され、救助隊員自身の転落や道迷い、

落石等による二次的災害の危険性も高い。救助活動では、活動時間の管理、谷やガレ場

での落石に対する細心の注意、進入方向の判断や安全監視員の配置など、隊長及び隊員

は相互に安全確保に努めること。 

  イ 健康管理面から見た安全管理 

    山岳地という特殊環境の厳しさを踏まえ、健康管理に十分留意する。隊長及び隊員は、

常に互いの様子を確認し合うことが重要である。 

 熱中症、低体温症、凍傷、高山病の症状、予防 

対策、応急処置を正確に把握して、要救助者及び 

自身の健康管理を図ること。 

 

（５）噴火（火山）災害への対応 

  ア 事前対策 

    管轄区域内にある火山の特徴等を把握するとともに、気象庁から発表される噴火に関

する噴火警報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報を参考に、事前対策を講じるこ

と。 

  イ 活動要領 

  （ア）現場指揮本部の設置・運営 

噴火（火山）災害では、噴石や火砕流の発生など様々な噴火現象があり、いずれにお

いても避難までの時間的猶予がほとんどなく、救助活動の実施は極めて困難である。 

関係機関との情報共有を十分に図り、撤退の判断や避難経路、避難場所の確認等、安

全確保に主眼を置いた活動方針の決定を行うこと。 

御嶽山噴火災害では、政府の非常災害現地対策本部及び長野・岐阜両県の災害対策本

部が連携し各活動判断基準が作成され、火山活動や降雨等の基準に照らして活動可否

の判断がされている。各隊に対して判断基準を周知するとともに、各隊からも活動判

断に結びつく情報を入手し、災害対策本部等に報告すること。 

  （イ）救出救助活動等 

再噴火に備え常に噴火口の位置や周囲の状況を把握し、必要に応じてフィックス線を

設定するなど退路を確保することが必要である。また、安全監視員を指定し、火山性
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ガスの計測や火山活動の状況を注視させる。異常が認められた場合には直ちに各隊員

に伝達できる措置を講じること。 

  ウ 安全管理 

    火山ガス、火山灰、噴石等への対応として、火山 

性ガス検知器や防毒マスク等の資機材を装備させる 

とともに、活動中は常に再噴火に備え噴火口の位置 

を確認し、一時的に身を守る場所や風向き等を把握 

し活動するなど二次災害の防止に細心の注意を払う 

こと。 

 

検討会委員 

（五十音順） 

 氏 名 所属・役職 

 磯 野  剛 太 公益社団法人日本山岳ガイド協会 代表理事 理事長 

 大 城  和 恵 
社会医療法人孝仁会 心臓血管センター北海道大野病院  

循環器内科医師 

座長 小 林  恭 一 東京理科大学総合研究院 教授 

 込 山  忠 憲 長野市消防局 次長兼警防課長 

 鈴 木  正 志 置賜広域行政事務組合消防本部 統括主幹 

 立 石  信 行 全国消防長会 事業部事業企画課長 

 長 岡  健 一 

公益社団法人日本山岳ガイド協会 国際山岳ガイド（兼） 

独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所 

主任講師・専門調査委員（兼） 

ゼネラル・マウンテンガイド・アカデミー 代表 

 名 取  和 雄 静岡市消防局 参与兼警防課長 

 萩 森  義 男 東京消防庁 警防部救助課長 

 平 本  隆 司 東京消防庁 警防部特殊災害課長 

 星 野  真 則 独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所 専門職 

 町 田  幸 男 公益社団法人日本山岳協会 遭難対策委員会 副委員長 

 松 井  孝 博 富山県防災航空センター 副主幹 

 百 瀬  渉 松本広域消防局 警防課長 

 


